
別図２　(第３章、第２節、第２ 対策本部の所掌事務）

区分 平常時 災害発生時

災害対策本部 本部長 自治協会長 〇防災委員会の開催、防災講習会の開催 〇全体の統括・指揮

（防災委員会） （会長） 〇防災訓練の実施

市派遣職員 〇対策本部と連携し、情報収集、状況記録、市への状況報告等

総務班 班長 コミセンセンター長 〇防災意識高揚などの広報活動 〇地区災害対策本部の設置・表示

コミセンセンター職員 〇情報伝達、収集訓練の実施 〇情報収集・広報活動

〇炊き出し訓練等の実施 〇各班の活動への協力

〇災害対応従事者への炊き出し

班長 コミセン運営委員長 〇事前に避難路・避難場所を把握 〇総務班と連携し、避難の呼びかけ

〇避難路の安全点検 〇災害対策班と連携し、安全な経路を選定して避難誘導

〇避難場所の代替計画検討 〇災害対策班に協力し、各町内からの被害状況の把握

班長 交安協会長 〇事前に避難路の道路情報を把握 〇道路情報、交通情報の収集と対応

〇避難路の安全点検 〇災害対策班・避難誘導班と連携し、避難誘導

班長 土木委員長 〇地域の危険箇所の把握 〇被害状況把握とその対策

〇関係機関との連絡調整

厚生班 班長 社協会長 〇災害時要援護者の把握 〇避難誘導班と連携し、住民の安否確認行うとともに、

民生児童委員会長 〇避難所での役割を把握 　　安全確実な誘導避難

福祉委員代表 〇避難所における生活物資の置き場の把握 　（１）要支援者の避難誘導、避難支援

更生保護女性会会長 　（２）住民の安否確認、避難誘導

〇市が避難所指定した場合の初期活動

　（１）緊急生活物資の収受配分

　（２）避難所での市への協力

＜各大字＞ 本部長 各自治会長 〇防災会議の開催、防災講習会の開催 〇全体の統括・指揮

〇防災訓練の実施

消防分団 消防分団長 〇災害対応の訓練等 〇災害対応

ステップ１

（監視段階）
ステップ２（対策本部設置） ステップ３（災害発生、避難所開設） ステップ４（避難所開設複数）

自治協会長 対策本部長 対策本部長 対策本部長

センター長 自治協会副会長 自治協会副会長を含めた各自治会長※ 自治協会副会長を含めた各自治会長※

土木委員長 土木委員長を含めた土木委員※ 土木委員長を含めた土木委員※

センター長 社協会長 社協会長

センター長 センター長

コミセン運営委員会長 民生児童委員会長※

消防分団長 福祉委員代表※

消防分団長

※印：大字の対策本部設置時を除く ※印：大字の対策本部設置時を除く

班構成・役割分担等については、各大字の防災計画書による。

◎警報発令後の段階別国富地区対策本部体制（概案）

平常時と災害発生時（各大字に対策本部設置：ステップ５）における役割・活動

組織構成

避難誘導班

災害対策班

交通対策班


